
子育て支援センター
わくわくひろば ℡0967（65）8580

〈お知らせ〉都合により、開所日時の変更や、行事予定の変更、
中止の可能性があります。村ホームページ、またはわくわくひ
ろば℡0967（65）8580にてご確認ください。

参加の際には、必ず事前予約を!!

　「わくわくひろば」は、乳幼児から就学前のお子さんと保護者が一緒に遊べる、親子の交流や育児の情報交
換の場です。毎月楽しい行事などを行っております。どなたでも無料で利用できますので、子育てに不安を
感じたとき、一緒に子育てをする友だちが欲しいときなどお気軽にお越しください。

■開設日時　毎週火～土曜日（祝日は閉所）
　　　　　　午前10時～午後3時
■場　　所　LOOPみなみあそ2階

10月行事予定

はじめてのなつまつりをしました。
射的やヨーヨー釣りなどで楽しく遊んでいました。

親子でうちわ作りをしました。

9日

23日

（木）

（木）

ミニ運動会（要予約）
午前10時30分～　LOOPみなみあそフリールームA
※午後閉所
ママヨガwithベビー（要予約）
午前10時30分～　LOOPみなみあそフリールームB

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

法務省ホームページから一部抜粋

Vol.234ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

　8月に熊本県において、線状降水帯が発生し、県
内でも多くの災害が発生しました。
　災害時は、被災したすべての人に人権問題が起き
る危険性があります。特に高齢者、障がい者、乳幼児、
妊産婦、外国人などの「避難行動要支援者」といっ
た立場の人に起きやすいと言われています。
　災害に襲われれば誰しも自分のことで精一杯に
なってしまい、他人を思いやる余裕などなくなって
しまいます。だからこそ、被災者の人権を守ること
をいつも以上に意識しなければなりません。
　大きな災害の発生時に、不確かな情報に基づいて、
他人を不当に扱ったり、偏見や差別を助長するよう
な情報を発信したりするなどの行動は、人権侵害に
当たり得るだけでなく、避難や災害復興の妨げにも
なりかねません。正しい情報と冷静な判断に基づき、

思いやりの心をもって行動しましょう。
　災害は、いつ起こるかわかりません。
　まずは、自分で、家族で、地域で、普段から、災
害時における「自助」「共助」「公助」について考えて
みましょう。自分の身の安全、自分の命を守る「自助」
のために積極的に防災対策をはかり、いざ災害が発
生した時に、人権の視点にたった「共助」が担える
ように、人権意識を高めましょう。
※自助…「自分のいのちは自分で守ること」が防災
の基本。

※共助…「家族だけでなく、隣近所、地域コミュニ
ティ単位での助け合い体制を構築すること、助け
合うこと」普段からのコミュニケーションが重要。

※公助…「行政による救助・支援のこと」

〈問い合わせ〉みなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」実行委員会　℡0967（67）1602

　今年もみなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」を以下の日程で開催します。
　今年は『はなちゃんのみそ汁』の著者で、映画『弁当の日「めんどくさい」は幸せへの近道』の監督を務められた安
武信吾氏をお招きし、「食」や「命」の大切さについての人権啓発講演を開催します。
　作品の展示やステージでの発表、フリーマーケットなどたくさんの催し物を予定していますので、村民の皆さん
のたくさんの参加をお待ちしております。

■日　　　時　10月25日（土）午前9時～午後4時　　　■メイン会場　南阿蘇中学校体育館
■催　し　物　ステージ発表、作品展示、中学校パン販売（起業体験プログラム）、フリーマーケット、マルシェ、
　　　　　　　人権啓発講演会など

しゃい

みなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」を開催します！

マイナンバーカードの健康保険証利用について
　8月1日からは、マイナ保険証（保険証利用の登録
をしたマイナンバーカード）か資格確認書で医療機
関などを受診してください。
　マイナ保険証の登録がお済みの人には、「資格情報
のお知らせ」を交付しています。「資格情報のお知ら
せ」だけでは受診ができませんが、マイナ保険証が

利用できない医療機関などでは、マイナンバーカー
ドと一緒に提示することで受診することができます。
　マイナ保険証の登録がお済みでない人には、「資格
確認書」を交付しています。従来の保険証と同様に
使用していただけますので、ご安心ください。

　住民福祉課窓口・郵送・パソ
コン・スマートフォンなどで交
付申請をお願いします。

　紙の保険証よりも、皆さんの保険料で賄わ
れている医療費を20円節約でき、自己負担
も低くなります。

①医療費を20円節約できる

　本人が同意すれば、初めて受診する医療機
関でも特定健診の情報や今までに使った薬剤
情報が医師などと共有でき、より適切な医療
が受けられます。

②より良い医療が可能に

　マイナポータルで自分の特定健診情報や自
分の薬剤情報を閲覧できます。

③自身の健康管理に役立つ

　限度額認定証がなくても、高額療養費制度に
おける限度額を超える支払いが免除されます。
※自治体独自の医療費助成などは、書類の持参
が必要です。

④手続きなしで限度額を超える
　一時的な支払いが不要に

　就職や転職、引っ越しをしてもマイナンバー
カードを健康保険証としてずっと利用すること
ができます。
※健康保険が変わった場合の届出はこれまで通
り必要です。

⑤健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

マイナンバーカードを
まだお持ちでない人

　マイナポータル・セブン銀行ATM・健康推進課医療保険係および住
民福祉課窓口にて、保険証の利用登録（登録は1回のみ）をお願いします。
登録の際は、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要になります。

マイナンバー制度・マイナンバーカードについては、
国のマイナンバー総合フリーダイヤル ℡0120（95）0178へお問い合わせください。

マイナンバーカードをお持ちで
保険証の利用登録がお済みでない人

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係　℡0967（67）2704

※（要予約）のイベントは、準備の都合上、事前の来所での予約が必要になり
ます。
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